[bookmark: _Hlk216103646]応募用紙（公述人応募）
（受付番号：　　　　　）
受付番号についてはこちらで記入しますので記入しないでください
熊本県　宛て
届出者　氏 (（ふ り)　名 (が な）)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　
「佐敷川水系河川整備計画（原案）」について、意見を述べたいので、次のとおり意見の概要を付して応募します。
【留意事項】
１ 応募される方の氏名（ふりがな）、住所、電話番号を記入願います。
２ 本応募用紙については、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法」に則り、「佐敷川水系河川整備計画（原案）」に対する意見聴取、統計処理のみに使用し、いただいたご意見を使用する場合にも個人が特定出来ないように加工して使用します。
＜以下の部分について公表します。＞

職業　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿
住所　熊本県　　　　　　　　市・町・村
年齢（〇で囲んで下さい）　１０代未満・２０代・３０代・４０代・５０代・６０代・70代・80代以上
　章
意見該当箇所
意見
（横書きで、４００文字以内で記載してください）



項














■応募方法
「佐敷川水系河川整備計画（原案）」に対して公述を希望される場合には、本用紙に必要事項を記入の上、
下記宛先まで郵送してください。

〒８６２－８５７０ 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号
熊本県　土木部　河川港湾局　河川課　宛　

※応募多数の場合は、公述できない場合があります。

■公述人募集期間
令和7年12月19日（金） ～ 令和8年1月16日（金） １７時まで
（郵送の場合は、当日必着）

■注意事項
①ご意見の概要は400字以内としてください。
②応募多数の場合は、公述できない場合があります。
③日本語でご記入ください。
④電話・メール・ＦＡＸでの応募は受け付けておりません。
⑤意見の発表は、お一人につき１５分以内で行って下さい。
次の方の発表もありますので時間厳守でお願いします。
⑥公聴会では質疑応答の時間を設けておりません。
⑦佐敷川流域（葦北郡芦北町）以外に在住の方の応募は無効とします。
また、公述人募集期間を過ぎた場合についても無効とします。下記のいずれかに該当する内容については無効とする場合があります。
・個人や特定の企業・団体を誹謗中傷するような内容
・個人や特定の企業・団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の企業・団体の著作権を侵害する内容
・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容
⑧公述人応募の際に提出いただいた「意見の概要」については、公聴会開催後に熊本県ホームページにて公表いたします。
[bookmark: _Hlk216104076]＜熊本県ホームページ＞
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/252401.html


■問合せ先
[bookmark: _Hlk216101323]熊本県　土木部　河川港湾局　河川課　　TEL：０９６－３３３－２５０７
熊本県　県南広域本部　芦北地域振興局 工務課　TEL：0966－82－2532

